
令和８年（２０２６年）

旭 川 市 議 会 議 案

第 １ 回 定 例 会

令 和 ８ 年 ２ 月 ２ ０ 日 開 会

令 和 ８ 年 月 日 閉 会



８・１定 議案第 １ 号

令和７年度旭川市一般会計補正予算について

令和７年度旭川市一般会計補正予算を別冊のとおり定める。

令和８年２月２０日提出

旭川市長 今 津 寛 介

８・１定 議案第 ２ 号

令和７年度旭川市国民健康保険事業特別会計補正予算について

令和７年度旭川市国民健康保険事業特別会計補正予算を別冊のとおり定める。

令和８年２月２０日提出

旭川市長 今 津 寛 介



８・１定 議案第 ３ 号

令和７年度旭川市動物園事業特別会計補正予算について

令和７年度旭川市動物園事業特別会計補正予算を別冊のとおり定める。

令和８年２月２０日提出

旭川市長 今 津 寛 介

８・１定 議案第 ４ 号

令和７年度旭川市公共駐車場事業特別会計補正予算について

令和７年度旭川市公共駐車場事業特別会計補正予算を別冊のとおり定める。

令和８年２月２０日提出

旭川市長 今 津 寛 介



８・１定 議案第 ５ 号

令和７年度旭川市介護保険事業特別会計補正予算について

令和７年度旭川市介護保険事業特別会計補正予算を別冊のとおり定める。

令和８年２月２０日提出

旭川市長 今 津 寛 介

８・１定 議案第 ６ 号

令和７年度旭川市母子福祉資金等貸付事業特別会計補正予算について

令和７年度旭川市母子福祉資金等貸付事業特別会計補正予算を別冊のとおり定める。

令和８年２月２０日提出

旭川市長 今 津 寛 介



８・１定 議案第 ７ 号

令和７年度旭川市後期高齢者医療事業特別会計補正予算について

令和７年度旭川市後期高齢者医療事業特別会計補正予算を別冊のとおり定める。

令和８年２月２０日提出

旭川市長 今 津 寛 介

８・１定 議案第 ８ 号

令和７年度旭川市水道事業会計補正予算について

令和７年度旭川市水道事業会計補正予算を別冊のとおり定める。

令和８年２月２０日提出

旭川市長 今 津 寛 介



８・１定 議案第 ９ 号

令和７年度旭川市下水道事業会計補正予算について

令和７年度旭川市下水道事業会計補正予算を別冊のとおり定める。

令和８年２月２０日提出

旭川市長 今 津 寛 介

８・１定 議案第 １０ 号

令和７年度旭川市病院事業会計補正予算について

令和７年度旭川市病院事業会計補正予算を別冊のとおり定める。

令和８年２月２０日提出

旭川市長 今 津 寛 介



８・１定 議案第 １１ 号

旭川市都市計画事業基金条例の制定について

旭川市都市計画事業基金条例を次のように定める。

令和８年２月２０日提出

旭川市長 今 津 寛 介

旭川市都市計画事業基金条例

（設置）

第１条 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第４条第１５項に規定する都市計画事業又

は土地区画整理法（昭和２９年法律第１１９号）第２条第１項に規定する土地区画整理事業

に必要な経費の財源に充てるため、旭川市都市計画事業基金（以下「基金」という。）を設

置する。

（積立て）

第２条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定めるものとする。

（管理）

第３条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管し

なければならない。

２ 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

（収益の処理）

第４条 基金から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上し、基金に編入するものとする。

（繰替運用）

第５条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定

めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

（処分）

第６条 市長は、第１条の目的のために基金の全部又は一部を処分することができる。



（委任）

第７条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

（説 明）

旭川市都市計画事業基金を設置するために、この条例を制定しようとするものである。



８・１定 議案第 １２ 号

旭川市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例

の制定について

旭川市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。

令和８年２月２０日提出

旭川市長 今 津 寛 介

旭川市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例

旭川市病院事業の設置等に関する条例（昭和４１年旭川市条例第３１号）の一部を次のよう

に改正する。

第３条第３項第１号中「３６２床」を「２７０床」に改め、同項第２号中「１００床」を

「８６床」に改める。

第５条中「第２４３条の２の８第８項」を「第２４３条の２の９第８項」に改める。

附 則

この条例は、医療法（昭和２３年法律第２０５号）第２７条の規定による許可を受けた日か

ら施行する。ただし、第５条の改正規定は、令和８年９月２４日から施行する。

（説 明）

一般病床数及び精神病床数を変更する等のために、旭川市病院事業の設置等に関する条例の

一部を改正しようとするものである。



８・１定 議案第 １３ 号

和解について

旭川地方裁判所令和●年（●）第●●号損害賠償請求事件について、次のとおり和解を成立

させる。

令和８年２月２０日提出

旭川市長 今 津 寛 介

１ 和解の相手方

令和●年（●）第●●号損害賠償請求事件の原告

２ 和解条項

⑴ 被告は、原告に対し、本件損害賠償債務として７０００万円の支払義務があることを認

める。

⑵ ⑴の金員は、いじめ再発防止に向けた被告の取組を原告も評価し、合意するものである。

⑶ 原告及び被告は、原告が独立行政法人日本スポーツ振興センターの死亡見舞金として受

領した３０００万円を⑴の７０００万円に充当したことを確認する。

⑷ 被告は、原告に対し、⑶の充当後の残額４０００万円を、原告指定口座に振り込む方法

により支払う。なお、振込手数料は被告の負担とする。

⑸ 原告は、その余の請求を放棄する。

⑹ 原告及び被告は、原告と被告との間には、本件に関し、この和解条項に定めるもののほ

か何らの債権債務が存在しないことを相互に確認する。

⑺ 訴訟費用は各自の負担とする。



８・１定 議案第 １４ 号

令和８年度旭川市一般会計予算について

令和８年度旭川市一般会計予算を別冊のとおり定める。

令和８年２月２０日提出

旭川市長 今 津 寛 介

８・１定 議案第 １５ 号

令和８年度旭川市国民健康保険事業特別会計予算について

令和８年度旭川市国民健康保険事業特別会計予算を別冊のとおり定める。

令和８年２月２０日提出

旭川市長 今 津 寛 介



８・１定 議案第 １６ 号

令和８年度旭川市動物園事業特別会計予算について

令和８年度旭川市動物園事業特別会計予算を別冊のとおり定める。

令和８年２月２０日提出

旭川市長 今 津 寛 介

８・１定 議案第 １７ 号

令和８年度旭川市公共駐車場事業特別会計予算について

令和８年度旭川市公共駐車場事業特別会計予算を別冊のとおり定める。

令和８年２月２０日提出

旭川市長 今 津 寛 介



８・１定 議案第 １８ 号

令和８年度旭川市育英事業特別会計予算について

令和８年度旭川市育英事業特別会計予算を別冊のとおり定める。

令和８年２月２０日提出

旭川市長 今 津 寛 介

８・１定 議案第 １９ 号

令和８年度旭川市介護保険事業特別会計予算について

令和８年度旭川市介護保険事業特別会計予算を別冊のとおり定める。

令和８年２月２０日提出

旭川市長 今 津 寛 介



８・１定 議案第 ２０ 号

令和８年度旭川市母子福祉資金等貸付事業特別会計予算について

令和８年度旭川市母子福祉資金等貸付事業特別会計予算を別冊のとおり定める。

令和８年２月２０日提出

旭川市長 今 津 寛 介

８・１定 議案第 ２１ 号

令和８年度旭川市後期高齢者医療事業特別会計予算について

令和８年度旭川市後期高齢者医療事業特別会計予算を別冊のとおり定める。

令和８年２月２０日提出

旭川市長 今 津 寛 介



８・１定 議案第 ２２ 号

令和８年度旭川市水道事業会計予算について

令和８年度旭川市水道事業会計予算を別冊のとおり定める。

令和８年２月２０日提出

旭川市長 今 津 寛 介

８・１定 議案第 ２３ 号

令和８年度旭川市下水道事業会計予算について

令和８年度旭川市下水道事業会計予算を別冊のとおり定める。

令和８年２月２０日提出

旭川市長 今 津 寛 介



８・１定 議案第 ２４ 号

令和８年度旭川市病院事業会計予算について

令和８年度旭川市病院事業会計予算を別冊のとおり定める。

令和８年２月２０日提出

旭川市長 今 津 寛 介



８・１定 議案第 ２５ 号

旭川市建築物における駐車施設の附置等に関する条例

の一部を改正する条例の制定について

旭川市建築物における駐車施設の附置等に関する条例の一部を改正する条例を次のように定

める。

令和８年２月２０日提出

旭川市長 今 津 寛 介

旭川市建築物における駐車施設の附置等に関する条例の一部を改正する条例

旭川市建築物における駐車施設の附置等に関する条例（昭和４８年旭川市条例第９号）の一

部を次のように改正する。

第４条ただし書中「に供する」を「又は共同住宅に供する」に改める。

別表第１中

イ
特定用途に供する部分の床面積と非特定用途に供す
る部分の床面積に４分の３を乗じて得たものとの合
計が１，５００平方メートルを超える建築物

特定用途に供する部分の
床面積が２，０００平方
メートルを超える建築物

ウ

百貨店その他の
店舗の用途に供
する部分

特定用途（百貨
店その他の店舗
を除く。）に供
する部分

非特定用途に供
する部分

特定用途に供する部分

イ

特定用途（共同住宅を除く。）に供する部分の床面
積と非特定用途及び共同住宅に供する部分の床面積
に４分の３を乗じて得たものとの合計が１，５００
平方メートルを超える建築物

特定用途（共同住宅を除
く。）に供する部分の床
面積が２，０００平方
メートルを超える建築物

ウ

百貨店その他の
店舗の用途に供
する部分

特定用途（百貨
店その他の店舗
及び共同住宅を
除く。）に供す
る部分

非特定用途及び
共同住宅に供す
る部分

特定用途（共同住宅を除
く。）に供する部分

「

」を

「

」に



改める。

別表第２中

改める。

附 則

この条例は、令和８年４月１日から施行する。

（説 明）

駐車場法施行令の一部改正に伴い、旭川市建築物における駐車施設の附置等に関する条例の

一部を改正しようとするものである。

イ
特定用途に供する部分の床面積が２，０００平方
メートルを超える建築物

特定用途に供する部分の
床面積が３，０００平方
メートルを超える建築物

ウ

百貨店その
他の店舗の
用途に供す
る部分

事務所の用
途に供する
部分

倉庫の用途
に供する部
分

特定用途
（百貨店そ
の他の店
舗、事務所
及び倉庫を
除く。）に
供する部分

特定用途に供する部分

イ

特定用途（共同住宅を除く。）に供する部分の床面
積が２，０００平方メートルを超える建築物

特定用途（共同住宅を除
く。）に供する部分の床
面積が３，０００平方
メートルを超える建築物

ウ

百貨店その
他の店舗の
用途に供す
る部分

事務所の用
途に供する
部分

倉庫の用途
に供する部
分

特定用途
（百貨店そ
の他の店
舗、事務
所、倉庫及
び共同住宅
を除く。）
に供する部
分

特定用途（共同住宅を除
く。）に供する部分

「

」を

「

」に



８・１定 議案第 ２６ 号

旭川市行政手続条例の一部を改正する条例の制定について

旭川市行政手続条例の一部を改正する条例を次のように定める。

令和８年２月２０日提出

旭川市長 今 津 寛 介

旭川市行政手続条例の一部を改正する条例

旭川市行政手続条例（平成１１年旭川市条例第２号）の一部を次のように改正する。

第２条第１項第５号、第４条、第１３条及び第１４条中「名あて人」を「名宛人」に改める。

第１５条第１項中「名あて人」を「名宛人」に改め、同条第３項中「名あて人」を「名宛

人」に、「その者の氏名、同項第３号及び第４号に掲げる事項並びに当該行政庁が同項各号に

掲げる事項を記載した書面をいつでもその者に交付する旨を公告式条例（昭和２５年旭川市条

例第９号）第２条第２項に規定する掲示場に掲示すること」を「公示の方法」に改め、同項後

段を削り、同条に次の１項を加える。

４ 前項の公示の方法による通知は、不利益処分の名宛人となるべき者の氏名、第１項第３号

及び第４号に掲げる事項並びに当該行政庁が同項各号に掲げる事項を記載した書面をいつで

もその者に交付する旨（以下この項において「公示事項」という。）を規則で定める方法に

より不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、公示事項が記載された書

面を公告式条例（昭和２５年旭川市条例第９号）第２条第２項に規定する掲示場に掲示し、

又は公示事項を当該行政庁の事務所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧を

することができる状態に置く措置をとることによって行うものとする。この場合においては、

当該措置を開始した日から２週間を経過したときに、当該通知がその者に到達したものとみ

なす。

第１６条第１項中「同条第３項後段」を「同条第４項後段」に改める。

第２２条第３項中「第１５条第３項」を「第１５条第３項及び第４項」に、「同条第３項」



を「同条第３項及び第４項」に、「名あて人」を「名宛人」に、「と、」を「と、同項中」に、

「掲示を始めた日から２週間を経過したとき」を「とき」に、「、掲示を始めた」を「、当該

措置を開始した」に改める。

第２８条中「名あて人」を「名宛人」に改める。

第２９条中「及び第１６条」を「及び第４項並びに第１６条」に、「「同項第３号」を「同

条第４項中「第１項第３号」に、「同条第３号」を「第２８条第３号」に、「同条第３項後段」

を「同条第４項後段」に、「第１５条第３項後段」を「第１５条第４項後段」に改める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和８年５月２１日（以下「施行日」という。）から施行する。ただし、第

２条第１項第５号、第４条、第１３条、第１４条及び第１５条第１項の改正規定、同条第３

項の改正規定（「名あて人」を「名宛人」に改める部分に限る。）、第２２条第３項の改正

規定（「名あて人」を「名宛人」に改める部分に限る。）並びに第２８条の改正規定は、公

布の日から施行する。

（経過措置）

２ この条例による改正後の旭川市行政手続条例第１５条第３項及び第４項（これらの規定を

同条例又は他の条例において準用する場合を含む。）の規定は、施行日以後にする通知につ

いて適用し、施行日前にした通知については、なお従前の例による。

（説 明）

聴聞の通知の方式等に係る規定を整備する等のために、旭川市行政手続条例の一部を改正し

ようとするものである。



８・１定 議案第 ２７ 号

旭川市職員の配偶者同行休業に関する条例の制定について

旭川市職員の配偶者同行休業に関する条例を次のように定める。

令和８年２月２０日提出

旭川市長 今 津 寛 介

旭川市職員の配偶者同行休業に関する条例

（趣旨）

第１条 この条例は、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号。以下「法」という。）第

２６条の６第１項（同条第４項において準用する場合を含む。）、第２項、第３項及び第６

項から第８項まで並びに同条第１１項において準用する法第２６条の５第６項の規定に基づ

き、職員の配偶者同行休業（法第２６条の６第１項に規定する配偶者同行休業をいう。以下

同じ。）に関し必要な事項を定めるものとする。

（配偶者同行休業の承認）

第２条 任命権者は、職員が申請した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、

当該申請をした職員の勤務成績その他の事情を考慮した上で、当該職員が、配偶者同行休業

をすることを承認することができる。

（配偶者同行休業の期間）

第３条 法第２６条の６第１項の条例で定める期間は、３年を超えない範囲内の期間とする。

（配偶者同行休業の対象となる配偶者が外国に滞在する事由）

第４条 法第２６条の６第１項の条例で定める事由は、次に掲げる事由（６か月以上にわたり

継続することが見込まれるものに限る。第８条第１号において「配偶者外国滞在事由」とい

う。）とする。

⑴ 外国での勤務

⑵ 事業を経営することその他の個人が業として行う活動であって外国において行うもの



⑶ 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）に規定する大学に相当する外国の大学（これに

準ずる教育施設を含む。）であって外国に所在するものにおける修学（前２号に該当する

ものを除く。）

⑷ 前３号に掲げるもののほか、これらに準ずる事由として任命権者が認めるもの

（配偶者同行休業の承認の申請）

第５条 配偶者同行休業の承認の申請は、配偶者同行休業をしようとする期間の初日及び末日

並びに当該職員の配偶者（法第２６条の６第１項に規定する配偶者をいう。以下同じ。）が

当該期間中外国に住所又は居所を定めて滞在する事由を明らかにしてしなければならない。

２ 任命権者は、配偶者同行休業の承認の申請をした職員に対して、当該申請について確認す

るため必要があると認める書類の提出を求めることができる。

（配偶者同行休業の期間の延長）

第６条 配偶者同行休業をしている職員は、当該配偶者同行休業を開始した日から引き続き配

偶者同行休業をしようとする期間が第３条に規定する期間を超えない範囲内において、延長

をしようとする期間の末日を明らかにして、任命権者に対し、配偶者同行休業の期間の延長

を申請することができる。

２ 第２条及び前条第２項の規定は、配偶者同行休業の期間の延長の申請及び承認について準

用する。

（配偶者同行休業の期間の再度の延長ができる特別の事情）

第７条 法第２６条の６第３項の条例で定める特別の事情は、配偶者同行休業の期間の延長後

の期間が満了する日における当該配偶者同行休業に係る配偶者の第４条第１号の外国での勤

務が同日後も引き続くこととなり、及びその引き続くことが当該延長の請求時には確定して

いなかったことその他任命権者がこれに準ずると認める事情とする。

（配偶者同行休業の承認の取消事由）

第８条 法第２６条の６第６項の条例で定める事由は、次に掲げる事由とする。

⑴ 配偶者が外国に滞在しないこととなり、又は配偶者が外国に滞在する事由が配偶者外国

滞在事由に該当しないこととなったこと。

⑵ 配偶者同行休業をしている職員が、旭川市職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成

７年旭川市条例第７号）第１４条に規定する特別休暇であって規則で定めるものを取得す

ることとなったこと。

⑶ 任命権者が、配偶者同行休業をしている職員について、地方公務員の育児休業等に関す



る法律（平成３年法律第１１０号）第２条第１項の規定による育児休業を承認することと

なったこと。

⑷ 前３号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認める事由に該当すること。

（届出）

第９条 配偶者同行休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権

者に届け出なければならない。

⑴ 配偶者が死亡した場合

⑵ 配偶者が職員の配偶者でなくなった場合

⑶ 配偶者と生活を共にしなくなった場合

⑷ 前条第１号又は第２号に掲げる事由に該当することとなった場合

２ 第５条第２項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

（配偶者同行休業に伴う任期付採用及び臨時的任用）

第１０条 任命権者は、第２条又は第６条第１項の規定による申請があった場合において、当

該申請に係る期間（以下この項及び次項において「申請期間」という。）について職員の配

置換えその他の方法によって当該申請をした職員の業務を処理することが困難であると認め

るときは、当該業務を処理するため、次の各号に掲げる任用のいずれかを行うことができる。

この場合において、第２号に掲げる任用は、申請期間について１年を超えて行うことができ

ない。

⑴ 申請期間を任用の期間（以下この条において「任期」という。）の限度として行う任期

を定めた採用

⑵ 申請期間を任期の限度として行う臨時的任用

２ 任命権者は、前項の規定により任期を定めて採用された職員の任期が申請期間に満たない

場合にあっては、当該申請期間の範囲内において、その任期を更新することができる。

３ 任命権者は、第１項の規定により任期を定めて採用された職員の任期を更新する場合には、

あらかじめ当該更新に係る職員の同意を得なければならない。

（職務復帰後における号給の調整）

第１１条 配偶者同行休業をした職員が職務に復帰した場合において、他の職員との均衡上必

要があると認められるときは、当該配偶者同行休業の期間を１００分の５０以下の換算率に

より換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日、同日後

における最初の昇給日（職員の昇給を行う日として規則で定める日をいう。以下この項にお



いて同じ。）又はその次の昇給日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することがで

きる。

２ 配偶者同行休業をした職員が職務に復帰した場合における号給の調整について、前項の規

定による場合には、他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、同項の規定にか

かわらず、その者の号給を調整することができる。

（退職手当の取扱い）

第１２条 旭川市一般職の職員に対する退職手当支給条例（昭和３４年旭川市条例第２９号）

第６条の９第１項及び第７条第８項の規定の適用については、配偶者同行休業をした期間は、

同条例第６条の９第１項に規定する現実に職務に従事することを要しない期間に該当するも

のとする。

２ 配偶者同行休業をした期間についての旭川市一般職の職員に対する退職手当支給条例第７

条第８項の規定の適用については、同項中「その月数の２分の１に相当する月数（地方公務

員法第５５条の２第１項ただし書に規定する事由又はこれに準ずる事由により現実に職務に

従事することを要しなかつた期間については、その月数）」とあるのは、「その月数」とす

る。

（委任）

第１３条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。

（旭川市職員定数条例の一部改正）

２ 旭川市職員定数条例（昭和２８年旭川市条例第１４号）の一部を次のように改正する。

第３条第１号及び第４条中「及び自己啓発等休業」を「、自己啓発等休業及び配偶者同行

休業」に改める。

（旭川市職員の育児休業等に関する条例の一部改正）

３ 旭川市職員の育児休業等に関する条例（平成４年旭川市条例第２号）の一部を次のように

改正する。

第２条第１号中「育児休業法」を「地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２６条

の６第７項又は育児休業法」に改める。



第８条中「地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）」を「地方公務員法」に改める。

第１０条第１号中「育児休業法」を「地方公務員法第２６条の６第７項又は育児休業法」

に改める。

（旭川市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正）

４ 旭川市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例（昭和３９年旭川市条例第４９号）の

一部を次のように改正する。

第１８条の次に次の１条を加える。

（配偶者同行休業の承認を受けた職員の給与）

第１８条の２ 法第２６条の６第１項の規定による承認を受けた職員には、配偶者同行休業

をしている期間については、給与を支給しない。

第２１条第１項中「に規定する臨時的任用職員、」を「及び第２６条の６並びに育児休業

法第６条に規定する臨時的任用職員並びに」に、「及び育児休業法第６条に規定する臨時的

任用職員に」を「に」に改める。

（説 明）

職員の配偶者同行休業に関し必要な事項を定めるために、この条例を制定しようとするもの

である。



８・１定 議案第 ２８ 号

旭川市職員の給与に関する条例の一部を改正する

条例の制定について

旭川市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。

令和８年２月２０日提出

旭川市長 今 津 寛 介

旭川市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

旭川市職員の給与に関する条例（昭和２６年旭川市条例第２号）の一部を次のように改正す

る。

第１０条第２項第２号中「次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる」を

「５０，０００円を超えない範囲内で自動車等の使用距離の区分に応じて市長が別に定める」

に改め、同号アからスまでを削る。

第１６条の８第１項中「に規定する臨時的任用職員、」を「及び第２６条の６並びに地方公

務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第１１０号）第６条に規定する臨時的任用職員

並びに」に、「及び地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第１１０号）第６条

に規定する臨時的任用職員に」を「に」に改める。

附 則

この条例は、令和８年４月１日から施行する。

（説 明）

通勤手当に係る規定を整備する等のために、旭川市職員の給与に関する条例の一部を改正し

ようとするものである。



８・１定 議案第 ２９ 号

旭川市消防団員等公務災害補償条例の一部を

改正する条例の制定について

旭川市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例を次のように定める。

令和８年２月２０日提出

旭川市長 今 津 寛 介

旭川市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例

旭川市消防団員等公務災害補償条例（昭和４１年旭川市条例第２４号）の一部を次のように

改正する。

第５条第２項第２号中「９，７００円」を「１０，０００円」に改め、同号ただし書中

「１４，５００円」を「１５，０００円」に改め、同条第３項中「１００円」を「４３３円」

に、「に該当する扶養親族については１人につき３８３円を、第３号から第６号」を「から第

５号」に改め、第１号を削り、第２号を第１号とし、第３号から第６号までを１号ずつ繰り上

げる。

別表中「１２，９００」を「１３，３４０」に、「１３，７００」を「１４，１７０」に、

「１４，５００」を「１５，０００」に、「１１，３００」を「１１，６７０」に、

「１２，１００」を「１２，５００」に、「９，７００」を「１０，０００」に、

「１０，５００」を「１０，８４０」に改める。

附 則

１ この条例は、令和８年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。

２ この条例による改正後の旭川市消防団員等公務災害補償条例第５条第２項及び第３項並び

に別表の規定は、施行日以後に支給すべき事由の生じた旭川市消防団員等公務災害補償条例

第５条第１項に規定する損害補償（以下「損害補償」という。）並びに施行日前に支給すべ



き事由の生じた施行日以後の期間に係る同条例第４条第３号に規定する傷病補償年金、同条

第４号アに規定する障害補償年金及び同条第６号アに規定する遺族補償年金（以下「傷病補

償年金等」という。）について適用し、施行日前に支給すべき事由の生じた損害補償（傷病

補償年金等を除く。）及び施行日前に支給すべき事由の生じた施行日前の期間に係る傷病補

償年金等については、なお従前の例による。

（説 明）

非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部改正に伴い、旭川市消防団員等

公務災害補償条例の一部を改正しようとするものである。



８・１定 議案第 ３０ 号

旭川市高齢者バス料金助成乗車証条例の一部を改正する条例

の制定について

旭川市高齢者バス料金助成乗車証条例の一部を改正する条例を次のように定める。

令和８年２月２０日提出

旭川市長 今 津 寛 介

旭川市高齢者バス料金助成乗車証条例の一部を改正する条例

旭川市高齢者バス料金助成乗車証条例（平成１８年旭川市条例第２０号）の一部を次のよう

に改正する。

第７条第１項に次のただし書を加える。

ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、これを減免することができる。

別表中「１，０００円」を「１，５００円」に、「２，０００円」を「３，０００円」に、

「９２０円」を「１，３８０円」に、「１，８４０円」を「２，７６０円」に、「８４０円」

を「１，２６０円」に、「１，６８０円」を「２，５２０円」に、「７６０円」を

「１，１４０円」に、「１，５２０円」を「２，２８０円」に、「６８０円」を「１，０２０

円」に、「１，３６０円」を「２，０４０円」に、「６００円」を「９００円」に、

「１，２００円」を「１，８００円」に、「５２０円」を「７８０円」に、「１，０４０円」

を「１，５６０円」に、「４４０円」を「６６０円」に、「８８０円」を「１，３２０円」に、

「３６０円」を「５４０円」に、「７２０円」を「１，０８０円」に、「２８０円」を

「４２０円」に、「５６０円」を「８４０円」に、「２００円」を「３００円」に、「４００

円」を「６００円」に、「１２０円」を「１８０円」に、「２４０円」を「３６０円」に改め

る。

附 則



（施行期日）

１ この条例は、公布の日から施行する。

（経過措置）

２ この条例による改正後の旭川市高齢者バス料金助成乗車証条例の規定は、令和８年６月１

日以後を有効期間の初日とする高齢者バス料金助成乗車証について適用し、同日前を有効期

間の初日とする高齢者バス料金助成乗車証については、なお従前の例による。

（説 明）

負担額を改定する等のために、旭川市高齢者バス料金助成乗車証条例の一部を改正しようと

するものである。



８・１定 議案第 ３１ 号

旭川市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について

旭川市国民健康保険条例の一部を改正する条例を次のように定める。

令和８年２月２０日提出

旭川市長 今 津 寛 介

旭川市国民健康保険条例の一部を改正する条例

旭川市国民健康保険条例（昭和３４年旭川市条例第５号）の一部を次のように改正する。

第７条第２項を削る。

第８条の３を次のように改める。

（保険料の賦課額）

第８条の３ 保険料の賦課額は、次に掲げる額の合算額とする。

⑴ 世帯主の世帯に属する被保険者につき算定した基礎賦課額（国民健康保険法施行令（昭

和３３年政令第３６２号。以下「政令」という。）第２９条の７第１項第１号に規定する

基礎賦課額をいう。以下同じ。）

⑵ 世帯主の世帯に属する被保険者につき算定した後期高齢者支援金等賦課額（政令第２９

条の７第１項第２号に規定する後期高齢者支援金等賦課額をいう。以下同じ。）

⑶ 世帯主の世帯に属する介護納付金賦課被保険者（政令第２９条の７第１項第３号に規定

する介護納付金賦課被保険者をいう。以下同じ。）につき算定した介護納付金賦課額（同

号に規定する介護納付金賦課額をいう。以下同じ。）

⑷ 世帯主の世帯に属する被保険者につき算定した子ども・子育て支援納付金賦課額（政令

第２９条の７第１項第４号に規定する子ども・子育て支援納付金賦課額をいう。以下同

じ。）

第８条の４第１号イ中「及び介護保険法」を「、介護保険法」に、「の納付に要する費用

に」を「及び子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）の規定による納付金（以下



「子ども・子育て支援納付金」という。）の納付に要する費用に」に改め、同号カ及び同条第

２号イ中「及び介護納付金」を「、介護納付金及び子ども・子育て支援納付金」に改める。

第１２条第１項第１号中「国民健康保険法施行令」を「政令」に、「（昭和３３年厚生省令

第５３号）」を「（昭和３３年厚生省令第５３号。以下「省令」という。）」に改める。

第１２条の６中「６６万円」を「６７万円」に改める。

第１２条の６の２第１号中「同じ。）」を「同じ。）の額」に改める。

第１２条の６の５第１項第１号中「国民健康保険法施行令」を「政令」に、「国民健康保険

法施行規則」を「省令」に改め、同項第３号ア中「イ又はウに掲げる世帯」を「特定世帯又は

特定継続世帯」に改める。

第１２条の７第１号中「同じ。）」を「同じ。）の額」に改める。

第１２条の９中「第１２条の１０」を「次条」に改める。

第１２条の１０第１項第１号中「国民健康保険法施行令」を「政令」に、「国民健康保険法

施行規則」を「省令」に改める。

第１２条の１１の次に次の５条を加える。

（子ども・子育て支援納付金賦課総額）

第１２条の１２ 保険料の賦課額のうち子ども・子育て支援納付金賦課額（第１７条、第１７

条の４、第１７条の５又は第１７条の７の規定により子ども・子育て支援納付金賦課額を減

額するものとした場合にあつては、その減額することとなる額を含む。）の総額（以下「子

ども・子育て支援納付金賦課総額」という。）は、第１号に掲げる額の見込額から第２号に

掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定した額とする。

⑴ 当該年度における次に掲げる額の合算額

ア 当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用（北海道の国民健康

保険に関する特別会計において負担する子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用

に充てる部分に限る。次号において同じ。）の額

イ 第１７条の７に規定する基準に従い子ども・子育て支援納付金賦課額の被保険者均等

割額を減額するものとした場合に減額することとなる額の総額

⑵ 当該年度における次に掲げる額の合算額

ア 法附則第７条の規定により読み替えられた法第７５条の規定により交付を受ける補助

金（国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。）及び同条の規

定により貸し付けられる貸付金（国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係る



ものに限る。）の額

イ その他国民健康保険事業に要する費用（国民健康保険事業費納付金の納付に要する費

用に限る。）のための収入（法第７２条の３第１項、第７２条の３の２第１項及び第

７２条の３の３第１項の規定による繰入金を除く。）の額

（子ども・子育て支援納付金賦課額）

第１２条の１３ 保険料の賦課額のうち子ども・子育て支援納付金賦課額は、当該世帯に属す

る被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額並びに当該世帯に

つき算定した世帯別平等割額の合計額に、当該世帯に属する１８歳以上被保険者（政令第

２９条の７第５項第３号に規定する１８歳以上被保険者をいう。以下同じ。）につき算定し

た１８歳以上被保険者均等割額の総額を加算した額とする。

（子ども・子育て支援納付金賦課額の所得割額）

第１２条の１４ 前条の所得割額は、被保険者に係る賦課期日の属する年の前年の所得に係る

基礎控除後の総所得金額等に、次条の所得割の保険料率を乗じて算定する。

（子ども・子育て支援納付金賦課額の保険料率）

第１２条の１５ 子ども・子育て支援納付金賦課額の保険料率は、次のとおりとする。

⑴ 所得割 法第８２条の３第１項の規定により北海道が算定する市町村標準保険料率（以

下「市町村標準保険料率」という。）のうち、子ども・子育て支援納付金賦課額の保険料

率における所得割の率

⑵ 被保険者均等割 市町村標準保険料率のうち、子ども・子育て支援納付金賦課額の保険

料率における被保険者均等割の額

⑶ １８歳以上被保険者均等割 市町村標準保険料率のうち、子ども・子育て支援納付金賦

課額の保険料率における１８歳以上被保険者均等割の額

⑷ 世帯別平等割 次に掲げる世帯の区分に応じ、当該区分に定めるところにより算定した

額

ア 特定世帯又は特定継続世帯以外の世帯 市町村標準保険料率のうち、子ども・子育て

支援納付金賦課額の保険料率における世帯別平等割の額

イ 特定世帯 アに定めるところにより算定した額に２分の１を乗じて得た額

ウ 特定継続世帯 アに定めるところにより算定した額に４分の３を乗じて得た額

２ 前項に規定する保険料率を決定する場合において、小数点以下第４位未満の端数又は１０

円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。



３ 市長は、第１項に規定する保険料率を決定したときは、速やかに告示しなければならない。

（子ども・子育て支援納付金賦課限度額）

第１２条の１６ 第１２条の１３の子ども・子育て支援納付金賦課額は、３万円を超えること

ができない。

第１５条第１項中「国民健康保険法施行令」を「政令」に、「若しくは第１２条の６の３」

を「、第１２条の６の３若しくは第１２条の１３」に、「に定める額、第１７条の４第１項

（同条第３項」を「若しくは第５項各号に定める額、第１７条の４第１項（同条第３項又は第

４項」に、「に定める第１２条の基礎賦課額の被保険者均等割額にそれぞれ１０分の５を乗じ

て得た額、第１７条の４第２項第１号」を「若しくは第２項第１号」に、「額又は」を

「額、」に、「を同条第３項又は第４項」を「を同条第３項から第５項まで」に、「の算定」

を「又は第１７条の７に定める額の算定」に改め、同条第２項中「若しくは第１２条の８」を

「、第１２条の８若しくは第１２条の１３」に、「に定める額、」を「若しくは第５項各号に

定める額、」に、「に定める第１２条の基礎賦課額の被保険者均等割額にそれぞれ１０分の５

を乗じて得た額又は第１７条の４第２項第１号若しくは」を「若しくは第２項第１号に定める

額、」に、「の算定」を「又は第１７条の７に定める額の算定」に改める。

第１７条第１項中「６６万円」を「６７万円」に改め、同項第１号中「（以下この項」を

「（以下この項及び第５項」に改め、同項第２号中「３０万５千円」を「３１万円」に改め、

同項第３号中「５６万円」を「５７万円」に改め、同条第３項及び第４項中「６６万円」を

「６７万円」に改め、同条に次の２項を加える。

５ 次の各号のいずれかに該当する納付義務者に対して課する保険料の額のうち子ども・子育

て支援納付金賦課額は、第１２条の１３の子ども・子育て支援納付金賦課額から、それぞれ

当該各号に定める額を減額して得た額（当該減額して得た額が３万円を超える場合には、３

万円）とする。

⑴ 第１項第１号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算さ

れる所得の金額の合算額が、地方税法第３１４条の２第２項第１号に定める金額（世帯主

等のうち給与所得者等の数が２以上の場合にあつては、同号に定める金額に当該給与所得

者等の数から１を減じた数に１０万円を乗じて得た金額を加えた金額）を超えない世帯に

係る保険料の納付義務者 アに掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の

子ども・子育て支援納付金賦課額の被保険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗

じて得た額、イに掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の子ども・子育



て支援納付金賦課額の１８歳以上被保険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じ

て得た額及びウに掲げる額を合算した額

ア 当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の被保険者均等割の保険料率に１０分

の７を乗じて得た額

イ 当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の１８歳以上被保険者均等割の保険料

率に１０分の７を乗じて得た額

ウ 当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の世帯別平等割の保険料率に１０分の

７を乗じて得た額

⑵ 第１項第１号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算さ

れる所得の金額の合算額が、地方税法第３１４条の２第２項第１号に定める金額（世帯主

等のうち給与所得者等の数が２以上の場合にあつては、同号に定める金額に当該給与所得

者等の数から１を減じた数に１０万円を乗じて得た金額を加えた金額）に３１万円に当該

年度の保険料賦課期日（賦課期日後に保険料の納付義務が発生した場合にはその発生した

日とする。）現在において当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合

計数を乗じて得た額を加算した金額を超えない世帯に係る保険料の納付義務者であつて、

前号に該当する者以外の者 アに掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分

の子ども・子育て支援納付金賦課額の被保険者均等割額の算定の対象とされるものの数を

乗じて得た額、イに掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の子ども・子

育て支援納付金賦課額の１８歳以上被保険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗

じて得た額及びウに掲げる額を合算した額

ア 当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の被保険者均等割の保険料率に１０分

の５を乗じて得た額

イ 当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の１８歳以上被保険者均等割の保険料

率に１０分の５を乗じて得た額

ウ 当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の世帯別平等割の保険料率に１０分の

５を乗じて得た額

⑶ 第１項第１号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算さ

れる所得の金額の合算額が、地方税法第３１４条の２第２項第１号に定める金額（世帯主

等のうち給与所得者等の数が２以上の場合にあつては、同号に定める金額に当該給与所得

者等の数から１を減じた数に１０万円を乗じて得た金額を加えた金額）に５７万円に当該



年度の保険料賦課期日（賦課期日後に保険料の納付義務が発生した場合にはその発生した

日とする。）現在において当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合

計数を乗じて得た額を加算した金額を超えない世帯に係る保険料の納付義務者であつて、

前２号に該当する者以外の者 アに掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度

分の子ども・子育て支援納付金賦課額の被保険者均等割額の算定の対象とされるものの数

を乗じて得た額、イに掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の子ども・

子育て支援納付金賦課額の１８歳以上被保険者均等割額の算定の対象とされるものの数を

乗じて得た額及びウに掲げる額を合算した額

ア 当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の被保険者均等割の保険料率に１０分

の２を乗じて得た額

イ 当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の１８歳以上被保険者均等割の保険料

率に１０分の２を乗じて得た額

ウ 当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の世帯別平等割の保険料率に１０分の

２を乗じて得た額

６ 前項各号のアからウまでに規定する額を決定する場合において１０円未満の端数があると

きは、これを切り上げるものとする。

第１７条の２中「及び前条第１項」を「、第１２条の６の４、第１２条の９、第１２条の

１４並びに前条第１項（同条第３項及び第４項の規定により読み替えて準用する場合を含

む。）及び第５項」に改める。

第１７条の４に次の１項を加える。

４ 第１項及び第２項の規定は、子ども・子育て支援納付金賦課額の減額について準用する。

この場合において、第１項及び第２項中「基礎賦課額」とあるのは「子ども・子育て支援納

付金賦課額」と、「第１２条」とあるのは「第１２条の１５」と、同項第１号中「第１７条

第１項各号」とあるのは「第１７条第５項各号」と、「同条第２項」とあるのは「同条第６

項」と読み替えるものとする。

第１７条の５第１項中「国民健康保険法施行令第２９条の７第５項第８号」を「政令第２９

条の７第６項第８号」に、「６６万円」を「６７万円」に改め、同項第１号中「国民健康保険

法施行規則第３２条の１０の２」を「省令第３２条の１０の３」に改め、同条第２項から第４

項まで中「６６万円」を「６７万円」に改め、同条に次の１項を加える。

５ 第１項及び第２項の規定は、子ども・子育て支援納付金賦課額の減額について準用する。



この場合において、第１項及び第２項中「基礎賦課額」とあるのは「子ども・子育て支援納

付金賦課額」と、「被保険者均等割額」とあるのは「被保険者均等割額及び１８歳以上被保

険者均等割額」と、「第９条」とあるのは「第１２条の１３」と、「６７万円」とあるのは

「３万円」と、同項第２号中「第１７条第１項各号」とあるのは「第１７条第５項各号」と、

「同条第２項」とあるのは「同条第６項」と読み替えるものとする。

第１７条の６の次に次の１条を加える。

（１８歳未満被保険者の被保険者均等割額の減額）

第１７条の７ 当該年度において、その世帯に１８歳に達する日以後の最初の３月３１日まで

の間にある被保険者（以下「１８歳未満被保険者」という。）がある場合における当該１８

歳未満被保険者に係る当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の被保険者均等割額は、

第１２条の１５の子ども・子育て支援納付金賦課額の被保険者均等割の保険料率に相当する

額（第１７条第５項、第１７条の４第４項の規定により読み替えられた同条第１項若しくは

第２項又は第１７条の５第５項の規定により読み替えられた同条第１項若しくは第２項に規

定する基準に従い当該１８歳未満被保険者に係る当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦

課額の被保険者均等割の保険料率に相当する額を減額するものとした場合にあつては、当該

減額後の額。以下この条において同じ。）から、当該保険料率に相当する額を控除して得た

額とする。

第２１条の３第２項中「又は介護納付金賦課額」を「、介護納付金賦課額又は子ども・子育

て支援納付金賦課額」に改める。

附則第８項から第１４項までを削る。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。ただし、第１２条の９の改正規定は、公布

の日から施行する。

（適用区分）

２ この条例（第１２条の９の改正規定を除く。）による改正後の旭川市国民健康保険条例の

規定は、令和８年度分の保険料から適用し、令和７年度分までの保険料については、なお従

前の例による。



（説 明）

国民健康保険法等の一部改正等に伴い、旭川市国民健康保険条例の一部を改正しようとする

ものである。



８・１定 議案第 ３２ 号

旭川市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について

旭川市介護保険条例の一部を改正する条例を次のように定める。

令和８年２月２０日提出

旭川市長 今 津 寛 介

旭川市介護保険条例の一部を改正する条例

旭川市介護保険条例（平成１２年旭川市条例第２７号）の一部を次のように改正する。

附則第３条から第６条までを削り、附則第６条の２を附則第３条とし、同条の次に次の３条

を加える。

（令和８年度の保険料率の算定に関する所得の額の算定方法の特例）

第４条 第１号被保険者（令和８年度分の保険料の賦課期日において本市に住所を有しない者

を除き、令和８年度分の地方税法の規定による市町村民税の賦課期日において本市に住所を

有する者（同法第２９４条第３項の規定により本市の住民基本台帳に記録されている者とみ

なされた者を含む。）に限る。以下この条及び次条第１項において同じ。）のうち、令和７

年の合計所得金額に給与所得が含まれている者（同年中の給与等（所得税法第２８条第１項

に規定する給与等をいう。以下同じ。）の収入金額が５５１，０００円以上６５１，０００

円未満である者に限る。）の令和８年度における保険料率の算定についての第３条第１項

（第６号ア、第７号ア、第８号ア、第９号ア、第１０号ア、第１１号ア、第１２号ア、第

１３号ア及び第１４号アに係る部分に限る。）の規定の適用については、同項第６号ア中

「合計所得金額（租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）第３３条の４第１項若しくは

第２項、第３４条第１項、第３４条の２第１項、第３４条の３第１項、第３５条第１項、第

３５条の２第１項、第３５条の３第１項又は第３６条の規定の適用がある場合には、当該合

計所得金額から令第２２条の２第２項に規定する特別控除額を控除して得た額とする。）を

いう」とあるのは、「合計所得金額をいい、当該合計所得金額に所得税法（昭和４０年法律



第３３号）第２８条第１項に規定する給与所得が含まれている場合には、当該給与所得の金

額については、同条第２項の規定によって計算した金額に令和７年中の同条第１項に規定す

る給与等の収入金額から５５万円を控除して得た額を加えた額によるものとし、租税特別措

置法（昭和３２年法律第２６号）による特別控除の適用がある場合には、当該合計所得金額

から令第２２条の２第２項に規定する特別控除額を控除して得た額とする」とする。

２ 第１号被保険者のうち、令和７年の合計所得金額に給与所得が含まれている者（同年中の

給与等の収入金額が６５１，０００円以上１，６１９，０００円未満である者に限る。）の

令和８年度における保険料率の算定についての第３条第１項（第６号ア、第７号ア、第８号

ア、第９号ア、第１０号ア、第１１号ア、第１２号ア、第１３号ア及び第１４号アに係る部

分に限る。）の規定の適用については、同項第６号ア中「合計所得金額（租税特別措置法

（昭和３２年法律第２６号）第３３条の４第１項若しくは第２項、第３４条第１項、第３４

条の２第１項、第３４条の３第１項、第３５条第１項、第３５条の２第１項、第３５条の３

第１項又は第３６条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第２２条の２第

２項に規定する特別控除額を控除して得た額とする。）をいう」とあるのは、「合計所得金

額をいい、当該合計所得金額に所得税法（昭和４０年法律第３３号）第２８条第１項に規定

する給与所得が含まれている場合には、当該給与所得の金額については、同条第２項の規定

によって計算した金額に１０万円を加えた額によるものとし、租税特別措置法（昭和３２年

法律第２６号）による特別控除の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第２２条の

２第２項に規定する特別控除額を控除して得た額とする」とする。

３ 第１号被保険者のうち、令和７年の合計所得金額に給与所得が含まれている者（同年中の

給与等の収入金額が１，６１９，０００円以上１，９００，０００円未満である者に限

る。）の令和８年度における保険料率の算定についての第３条第１項（第６号ア、第７号ア、

第８号ア、第９号ア、第１０号ア、第１１号ア、第１２号ア、第１３号ア及び第１４号アに

係る部分に限る。）の規定の適用については、同項第６号ア中「合計所得金額（租税特別措

置法（昭和３２年法律第２６号）第３３条の４第１項若しくは第２項、第３４条第１項、第

３４条の２第１項、第３４条の３第１項、第３５条第１項、第３５条の２第１項、第３５条

の３第１項又は第３６条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第２２条の

２第２項に規定する特別控除額を控除して得た額とする。）をいう」とあるのは、「合計所

得金額をいい、当該合計所得金額に所得税法（昭和４０年法律第３３号）第２８条第１項に

規定する給与所得が含まれている場合には、当該給与所得の金額については、同条第２項の



規定によって計算した金額に６５万円から令和７年給与所得控除額（令和７年中の同条第１

項に規定する給与等の収入金額から、当該給与等の収入金額を所得税法等の一部を改正する

法律（令和７年法律第１３号）第１条の規定による改正前の所得税法別表第５の給与等の金

額として、同表により当該金額に応じて求めた同表の給与所得控除後の給与等の金額を控除

して得た額をいう。）を控除して得た額を加えた額によるものとし、租税特別措置法（昭和

３２年法律第２６号）による特別控除の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第

２２条の２第２項に規定する特別控除額を控除して得た額とする」とする。

（令和８年度の保険料率の算定に関する基準の特例）

第５条 第１号被保険者の令和８年度における保険料率の算定についての第３条第１項の規定

の適用については、当該第１号被保険者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員のうちに、

第１号に掲げる者に該当し、かつ、第２号又は第３号に掲げる者のいずれかに該当する者が

あるときは、当該該当する者は、同年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されてい

る者とみなす。

⑴ 令和７年の合計所得金額に給与所得が含まれている者（令和８年度分の保険料の賦課期

日において本市に住所を有しない者を除く。）であって、令和８年度分の地方税法の規定

による市町村民税の賦課期日において本市に住所を有するもの（同法第２９４条第３項の

規定により本市の住民基本台帳に記録されている者とみなされた者を含む。）

⑵ 地方税法第２９５条第１項第２号に掲げる者に該当し、かつ、令和８年度分の同法の規

定による市町村民税が課されていない者であって、次のアからウまでに掲げる場合のいず

れかに該当するもの

ア 令和７年中の給与等の収入金額が５５１，０００円以上６５１，０００円未満であり、

かつ、１３５万円から同年の合計所得金額を控除して得た額が、同年中の給与等の収入

金額から５５万円を控除して得た額以下である場合

イ 令和７年中の給与等の収入金額が６５１，０００円以上１，６１９，０００円未満で

あり、かつ、１３５万円から同年の合計所得金額を控除して得た額が１０万円以下であ

る場合

ウ 令和７年中の給与等の収入金額が１，６１９，０００円以上１，９００，０００円未

満であり、かつ、１３５万円から同年の合計所得金額を控除して得た額が、６５万円か

ら、同年中の給与等の収入金額から当該給与等の収入金額を所得税法等の一部を改正す

る法律（令和７年法律第１３号）第１条の規定による改正前の所得税法別表第５（以下



このウ及び次号ウにおいて「別表第５」という。）の給与等の金額として、別表第５に

より当該金額に応じて求めた別表第５の給与所得控除後の給与等の金額を控除して得た

額を控除して得た額以下である場合

⑶ 地方税法第２９５条第１項各号に掲げる者に該当せず、かつ、令和８年度分の同法の規

定による市町村民税が課されていない者であって、次のアからウまでに掲げる場合のいず

れかに該当するもの

ア 令和７年中の給与等の収入金額が５５１，０００円以上６５１，０００円未満であり、

かつ、旭川市税条例（昭和４３年旭川市条例第２０号）第１４条第２項に規定する金額

から令和７年の合計所得金額を控除して得た額が、同年中の給与等の収入金額から５５

万円を控除して得た額以下である場合

イ 令和７年中の給与等の収入金額が６５１，０００円以上１，６１９，０００円未満で

あり、かつ、旭川市税条例第１４条第２項に規定する金額から同年の合計所得金額を控

除して得た額が１０万円以下である場合

ウ 令和７年中の給与等の収入金額が１，６１９，０００円以上１，９００，０００円未

満であり、かつ、旭川市税条例第１４条第２項に規定する金額から同年の合計所得金額

を控除して得た額が、６５万円から、同年中の給与等の収入金額から当該給与等の収入

金額を別表第５の給与等の金額として、別表第５により当該金額に応じて求めた別表第

５の給与所得控除後の給与等の金額を控除して得た額を控除して得た額以下である場合

２ 第１号被保険者の令和８年度における保険料率の算定についての第３条第１項の規定の適

用については、当該第１号被保険者が前項第１号に掲げる者に該当し、かつ、同項第２号又

は第３号に掲げる者のいずれかに該当するときは、当該第１号被保険者は、同年度分の地方

税法の規定による市町村民税が課されている者とみなす。

（令和８年度の保険料の減額の特例）

第６条 市長は、令和８年度における保険料の額の算定に当たり、市長が必要と認めた者につ

いては、職権により保険料を減額することができる。

附則第８条から第１０条までを削る。

附 則

この条例は、令和８年４月１日から施行する。



（説 明）

令和８年度の保険料率の算定に関する所得の額の算定方法の特例等に係る規定を整備する等

のために、旭川市介護保険条例の一部を改正しようとするものである。



８・１定 議案第 ３３ 号

旭川市手数料条例の一部を改正する条例の制定について

旭川市手数料条例の一部を改正する条例を次のように定める。

令和８年２月２０日提出

旭川市長 今 津 寛 介

旭川市手数料条例の一部を改正する条例

旭川市手数料条例（平成１２年旭川市条例第１０号）の一部を次のように改正する。

別表中「第１４条第１５項」を「第１４条第１３項」に改める。

附 則

この条例は、令和８年５月１日から施行する。

（説 明）

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の一部改正に伴い、旭

川市手数料条例の一部を改正しようとするものである。



８・１定 議案第 ３４ 号

市立旭川病院使用料及び手数料条例の一部を改正する条例の制定について

市立旭川病院使用料及び手数料条例の一部を改正する条例を次のように定める。

令和８年２月２０日提出

旭川市長 今 津 寛 介

市立旭川病院使用料及び手数料条例の一部を改正する条例

市立旭川病院使用料及び手数料条例（昭和２７年旭川市条例第２２号）の一部を次のように

改正する。

第２条第４項中「１５円」を「２０円」に改める。

別表中「 「

７，０００円 ７，３００円

７，７００円 ８，０００円

６，０００円 ６，４００円

６，６００円 ７，０００円

３，０００円 ３，６００円

３，３００円 ４，０００円

２，０００円 ２，４００円

２，２００円 ２，６００円

３，０００円 ３，６００円

３，３００円 ４，０００円
」を 」に、



「 「
５００円 ６００円

」を 」に、

「 「

９６０円 １，１００円

１，６２０円 ２，０００円

」を 」に、

「
診断書（英文等表
記のもの）
死亡診断書 ３，２４０円
公的医療給付等に
係る診断書又は意
見書

公的医療給付等に
係る診断書（福祉 ３，８００円
手当等）

障害認定等に係る
診断書
公的な医療照会に
対する回答書
生命保険又は損害
保険の給付決定の
ための医療照会に
対する回答書（簡 ４，４００円
易なもの）
特殊な表記が必要
な診断書
その他症状の詳細
にわたって記載が
必要な特に複雑な
もの

公的年金に係る診
断書 ４，８００円
死体検案書

５，５００円

」を

「
死亡診断書 ３，３００円



公的医療給付等に
係る診断書（臨床
調査個人票並びに
精神障害者保健福
祉手帳及び自立支 ３，８００円
援医療（精神通院
医療）に係る診断
書以外のもの）又
は意見書

臨床調査個人票 ３，８５０円

診断書（英文等表
記のもの）
精神障害者保健福
祉手帳及び自立支 ４，５００円
援医療（精神通院
医療）に係る診断
書

障害認定等に係る
診断書
公的年金に係る診
断書
死体検案書
公的な医療照会に
対する回答書
生命保険又は損害
保険の給付決定の ５，５００円
ための医療照会に
対する回答書（簡
易なもの）
特殊な表記が必要
な診断書
その他症状の詳細
にわたって記載が
必要な特に複雑な
もの

６，４００円

」に改める。

附 則

１ この条例は、令和８年６月１日（以下「施行日」という。）から施行する。

２ この条例（別表の改正規定中文書料に係る部分に限る。）による改正後の市立旭川病院使



用料及び手数料条例別表の規定は、施行日以後の申請に係る手数料について適用し、施行日

前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。

（説 明）

特別入院室料等の額を改定する等のために、市立旭川病院使用料及び手数料条例の一部を改

正しようとするものである。



８・１定 議案第 ３５ 号

旭川市子ども総合相談センター条例の一部を

改正する条例の制定について

旭川市子ども総合相談センター条例の一部を改正する条例を次のように定める。

令和８年２月２０日提出

旭川市長 今 津 寛 介

旭川市子ども総合相談センター条例の一部を改正する条例

旭川市子ども総合相談センター条例（平成２７年旭川市条例第７０号）の一部を次のように

改正する。

題名を次のように改める。

旭川市こども家庭センター条例

第１条中「子ども及び子育てに関する相談機能の充実を図る」を「全ての妊産婦、子育て世

帯及び子どもに対し、児童福祉及び母子保健に関する相談支援を一体的に行う」に、「旭川市

子ども総合相談センター」を「旭川市こども家庭センター」に改める。

第３条の見出し及び同条各号列記以外の部分中「事業」を「業務及び事業」に改め、同条第

１号及び第２号を次のように改める。

⑴ 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第１０条の２第２項各号に掲げる業務

⑵ 母子保健法（昭和４０年法律第１４１号）第２２条第１項各号に掲げる事業

第３条第３号及び第４号を削り、同条第５号中「事業」を「もの」に改め、同号を同条第３

号とする。

附 則

この条例は、令和８年４月１日から施行する。



（説 明）

旭川市子ども総合相談センターの名称等を変更するために、旭川市子ども総合相談センター

条例の一部を改正しようとするものである。



８・１定 議案第 ３６ 号

旭川市保育所条例の一部を改正する条例の制定について

旭川市保育所条例の一部を改正する条例を次のように定める。

令和８年２月２０日提出

旭川市長 今 津 寛 介

旭川市保育所条例の一部を改正する条例

旭川市保育所条例（昭和２４年旭川市条例第５０号）の一部を次のように改正する。

第７条を第９条とし、第６条の次に次の２条を加える。

第７条 保育所で行う特定乳児等通園支援（法第３０条の２０第１項に規定する特定乳児等通

園支援をいう。以下同じ。）の利用については、使用料を徴収する。

２ 前項の使用料の額は、１月につき、法第３０条の２０第３項の内閣総理大臣が定める基準

により算定した費用の額（その額が現に当該１時間当たりの特定乳児等通園支援に要した費

用の額を超えるときは、当該額）に当該月に法第３０条の１６に規定する乳児等支援給付認

定子ども又は法第３０条の１４に規定する支給対象小学校就学前子ども（法第３０条の２１

第１項に規定する申請中期間に特定乳児等通園支援を利用することがやむを得ないと認めら

れる事由として内閣府令で定めるものがある者に限る。）について特定乳児等通園支援を利

用した時間（当該時間が１０時間以上であって乳児等通園支援の体制の整備の状況その他の

事情を勘案して内閣府令で定める時間を超えるときは、当該内閣府令で定める時間）を乗じ

た額とする。

第８条 前条第１項の使用料のほか、旭川市特定乳児等通園支援事業の運営の基準に関する条

例（令和７年旭川市条例第８６号）第１３条第２項の規定に基づき、特定乳児等通園支援の

提供に当たって、当該特定乳児等通園支援の質の確保及び向上を図る上で必要であると認め

られる対価について、当該特定乳児等通園支援に要する費用として見込まれるものの額と特

定乳児等通園支援費用基準額（同条第１項に規定する特定乳児等通園支援費用基準額をい



う。）との差額に相当する金額の範囲内で設定する額（以下「利用料」という。）を徴収す

る。

２ 利用料の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

⑴ 特定乳児等通園支援を利用した日における当該利用時間（以下「利用時間」という。）

が１時間以内のとき ３００円を限度として規則で定める額

⑵ 利用時間が１時間を超えるとき 前号に定める額に利用時間が１時間を超えた後３０分

までごとにつき１５０円を限度として規則で定める額を加算して得た額

３ 利用料は、後納することができる。

４ 既納の利用料は、還付しない。

附 則

この条例は、令和８年４月１日から施行する。

（説 明）

特定乳児等通園支援の利用に係る使用料を定める等のために、旭川市保育所条例の一部を改

正しようとするものである。



８・１定 議案第 ３７ 号

旭川市学校給食共同調理所条例の一部を改正する条例の制定について

旭川市学校給食共同調理所条例の一部を改正する条例を次のように定める。

令和８年２月２０日提出

旭川市長 今 津 寛 介

旭川市学校給食共同調理所条例の一部を改正する条例

旭川市学校給食共同調理所条例（昭和４３年旭川市条例第１１号）の一部を次のように改正

する。

第２条の表中

「
旭川市立緑新小学校共同調理所 旭川市神楽岡４条５丁目

」を

「
旭川市立緑新小学校共同調理所 旭川市神楽岡４条５丁目

旭川市立愛宕東小学校共同調理所 旭川市豊岡７条９丁目
」に改める。

附 則

この条例は、令和８年４月１日から施行する。

（説 明）

旭川市立愛宕東小学校共同調理所を設置するために、旭川市学校給食共同調理所条例の一部

を改正しようとするものである。



８・１定 議案第 ３８ 号

契約の締結について

次の工事請負契約を締結したいので、議会の議決を求める。

令和８年２月２０日提出

旭川市長 今 津 寛 介

１ 業 務 名 大雪クリスタルホール照明装置更新業務

２ 契 約 金 額 １９９，１００，０００円

３ 契約の相手方 旭川市東光３条３丁目１番１０号

東邦電設株式会社

４ 契約の方法 一般競争入札（条件付き）



８・１定 議案第 ３９ 号

旭川市の特定の事務を取り扱う郵便局の指定について

次のとおり旭川市の特定の事務を取り扱う郵便局を指定したいので、議会の議決を求める。

令和８年２月２０日提出

旭川市長 今 津 寛 介

１ 指定する郵便局の名称

東旭川郵便局、旭川五条郵便局、旭川緑が丘郵便局、旭川九条郵便局、旭川神楽郵便局、

旭川忠和郵便局、イオンモール旭川西内郵便局、旭川北郵便局、永山南郵便局、旭川春光台

郵便局、旭川東郵便局、旭川中央郵便局及び永山郵便局

２ 指定する郵便局において取り扱う事務

地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律（平成１３年法律第

１２０号）第２条第６号及び第７号に掲げる事務

３ 指定する郵便局において事務を取り扱う期間

令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで



８・１定 議案第 ４０ 号

包括外部監査契約の締結について

次のとおり包括外部監査契約を締結したいので、議会の議決を求める。

令和８年２月２０日提出

旭川市長 今 津 寛 介

１ 契約の目的 当該契約に基づく監査及び監査の結果に関する報告

２ 契約の始期 令和８年４月１日

３ 契 約 金 額 １２，０００，０００円を上限とする額

４ 契約の相手方 住所 上川郡東神楽町南１条西３丁目

氏名 堤 直 美

資格 公認会計士



８・１定 議案第 ４１ 号

市道路線の廃止について

次のとおり市道路線を廃止する。

令和８年２月２０日提出

旭川市長 今 津 寛 介

整 理 番 号

路 線 名
起 点

終 点種別
番号

ﾌﾞﾛｯｸ
番号

街区
番号

路線
番号

８Ｅ １ ６３ １４ 東光１７条４丁目５号
線

東光１７条４丁目３７４番地の２地先

東光１７条４丁目４４４番地の５地先

８Ｅ ３ ４ ４０ 春志内４号線
神居町春志内５３４番地の１地先一般
国道１２号線中心
神居町春志内５２７番地先

８Ｅ ３ ４ ６０ 春志内６号線
神居町春志内５３５番地の１地先一般
国道１２号線中心
神居町春志内５３４番地先

８Ｅ ６ ８７ １３ 瑞穂６号線
東旭川町瑞穂７５６番地先

東旭川町瑞穂７６２番地の１地先



８・１定 議案第 ４２ 号

市道路線の認定について

次のとおり市道路線を認定する。

令和８年２月２０日提出

旭川市長 今 津 寛 介

整 理 番 号

路 線 名
起 点

終 点種別
番号

ﾌﾞﾛｯｸ
番号

街区
番号

路線
番号

８Ｅ １ ９ １５ 東７条８丁目３号線
東７条８丁目４７２番地の１２７地先

東７条８丁目４７２番地の１２４地先

８Ｅ １ ３７ ２４ ９条通２０丁目１号線
９条通２０丁目１９５９番地の２５地
先
９条通２０丁目１９５９番地の６９地
先

８Ｅ １ ３７ ２５ ９条通２０丁目２号線
９条通２０丁目１９５９番地の５５地
先
９条通２０丁目１９５９番地の５７地
先

８Ｅ １ ４３ ２５ 永山東光３号線
豊岡１４条３丁目４番地の６地先牛朱
別川左岸河川敷地境
新星町４丁目８８７番地の５地先道道
愛別当麻旭川線中心

８Ｅ １ ６３ １４ 東光１７条４丁目５号
線

東光１７条４丁目３７４番地の２地先

東光１７条４丁目３７３番地の１地先



８Ｅ １ ６３ ２４ 東光１７条４丁目６号
線

東光１７条４丁目４４４番地の５地先

東光１７条４丁目３７３番地の１地先

８Ｅ ２ 158 ５８ 春光５条７丁目７号線
春光５条７丁目２１５番地の１６６地
先
春光５条７丁目２１５番地の１７０地
先

８Ｅ ２ 172 １５ 旭町２条１丁目１号線
旭町２条１丁目３１番地の１５３地先

旭町２条１丁目３１番地の１５９地先

８Ｅ ２ 177 ３６ 川端町３条６丁目４号
線

川端町３条６丁目２３００番地の９地
先
川端町３条６丁目２３００番地の２地
先

８Ｅ ２ 177 ３７ 川端町３条５丁目１号
線

川端町３条５丁目２３００番地の１４
地先
川端町３条５丁目２２９９番地の
１６２地先

８Ｅ ３ ４ ４０ 春志内４号線
神居町春志内５１７番地の１地先一般
国道１２号線中心
神居町春志内５２８番地の１地先

８Ｅ ３ ４ ６０ 春志内６号線
神居町春志内５３５番地の１地先一般
国道１２号線中心
神居町春志内５３４番地の１地先

８Ｅ ４ １０ ２７ 神楽岡８条３丁目４号
線

神楽岡８条３丁目３番地の１７７地先

神楽岡８条３丁目３番地の２８３８地
先

８Ｅ ４ １０ ２８ 神楽岡８条３丁目５号
線

神楽岡８条３丁目３番地の２８４７地
先
神楽岡８条３丁目３番地の２８２１地
先



８Ｅ ４ １０ ２９ 神楽岡８条３丁目６号
線

神楽岡８条３丁目３番地の２８４２地
先
神楽岡８条３丁目３番地の２８５４地
先

８Ｅ ６ ８７ １３ 瑞穂６号線
東旭川町瑞穂１６１４番地の１５０地
先
東旭川町瑞穂７６２番地の８地先



８・１定 報告第 １ 号

専決処分の報告について

損害賠償の額を定めることについて、地方自治法第１８０条第１項の規定による長の専決処

分事項の指定により、次のとおり専決処分したから、同条第２項の規定により報告する。

令和８年２月２０日提出

旭川市長 今 津 寛 介

損害賠償の額 専決処分年月日
事故発生年月日
及 び 場 所

過失割合
（％）

９４，９２０円 令和８年１月３０日
令和７年１１月５日

旭川市東旭川町下兵村

市 30

相手方 70
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